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Ⅰ．環境保全への取組みの評価 

 

持続可能な資源循環社会を目指すためには、地球環境保護に貢献する製品・技術の提供、製品ライフサ

イクルにおける環境負荷の低減、事業活動での環境負荷の削減が重要となります。そこで富士電機では、

環境保全活動に積極的に取り組んでいる取引先様を優先します。 

環境保全への取組みの姿勢として ISO14001などの第 3者機関の認証取得による環境マネジメントシス

テムを構築していることを基本とします。但し、未取得の場合は当社基準により評価します。取引先様へ

の評価方法は、以下のように取り決めます。 

 

1.  環境マネジメントシステムを認証取得している取引先様への評価 

ISO14001 又はそれ以外の環境マネジメントシステムを認証取得している取引先様は、環境保全の取

組みが認証機関により証明されているとして評価いたします。「[別紙1] 取引先様環境保全の取組み調

査票」の(1)または(2)項に認証を取得している旨の回答をお願いいたします。 

 

2.  環境マネジメントシステムを認証取得していない取引先様への評価 

ISO14001 等の環境マネジメントシステムの要求事項を、富士電機独自で簡略化した本書の「[別紙

1] 取引先様環境保全の取組み調査票」を用いて評価いたします。「[別紙 1] 取引先様環境保全の取組

み調査票」の(1)～(19)項の質問事項に回答をお願いいたします。 
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Ⅱ. 製品含有化学物質の管理状況の評価 

 

EUの REACH規則（欧州議会及び理事会規則(EC)No1907/2006）を始めとする製品含有化学物質規制に対

応するためには、サプライチェーン全体での個々の製品中の化学物質管理が必要になっています。特に、

RoHS指令(欧州議会及び理事会指令2011/65/EU)では、CEマーキングの義務が追加され、EN IEC 63000 ま

たはEN50581などに従って規制物質が含まれていないことを技術文書に示さなければならなく、化学物質

管理が一層重要になっています。 

一方、化学物質管理については、JAMP が「製品含有化学物質管理（ＣｉＰ）ガイドライン」公表して

おり、富士電機も本ガイドラインに基づいた管理を推奨しています。この「製品含有化学物質管理（Ｃｉ

Ｐ）ガイドライン」の要求事項への適合状況を評価いたします。 

 

1. 製品含有化学物質管理体制の構築状況 

取引先様による第二者による製品含有化学物質管理体制の監査情報について、「[別紙2] 取引先様製

品含有化学物質の管理状況調査票」にて確認します。 

監査状況をご報告下さい。 

 

2. 製品含有化学物質の管理状況 

「製品含有化学物質管理（ＣｉＰ）ガイドライン」の要求事項の「[別紙 3] 製品含有化学物質管理

（ＣｉＰ）ガイドライン附属書チェックシート」への適合状況を評価いたします。 

適合状況をご報告下さい。 

 

※ 補足説明 

・JAMP(アーティクルマネジメント推進協議会) 

電気･電子機器業界だけではなく、産業界全体、サプライチェーン全体に渡り製品含有化学物質の適

切な管理及び円滑な情報開示を促進するために発足した団体。 

情報伝達スキームは当初JAMP書式を使用していたが、現在はchemSHERPA書式に統一された。 

・CMPコンソーシアム（Chemical and circular Management Platform Consortium） 

2025年 10月29日付でJAMPから改組された後継組織。これまでのJAMPの成果を継承し、chemSHERPA

の運用も継続される。化学物質情報管理のさらなる高度化と国際的な連携強化を目指して活動すると

している。 

・chemSHERPA（製品含有化学物質の情報伝達共通スキーム） 

  経産省が開発、普及を進めている製品含有化学物質情報伝達の共通書式である。 

2015年にそれまで2大スキームであったJAMP及びJGPSSIの情報伝達書式を統合する形で作られた。 

2016年からJAMPが運用を行い、JAMPが作成したガイドライン等はこのサイトで開示されている。 
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【改訂履歴】 

2013 年 4 月：ガイドライン4.1版の「環境保全への取組みの評価」および「製品含有化学物質の管理

状況の評価」の項目を独立させ付属書Ⅰ 第 5.0.0版として制定 

2016年 12月：別紙１の文言追加、別紙２と別紙３の内容は変更せず版数を5.0.1とした。 

2023年 12月：ガイドライン（本文）第6.0版への改訂に伴い、第6.0.0版へ改訂。 

2024年 12月：ガイドライン（本文）第6.0.1版への改訂に伴い、第6.0.1版へ改訂。 

2025年 12月：ガイドライン（付属書Ⅱ）第6.0.2版への改訂に伴い、第6.0.2版へ改訂。 

 

【第6.0.2版 改訂箇所】 

No. 主な変更内容 頁 

1 Ⅱ.2製品含有化学物質の管理状況：CMPコンソーシアムの説明追加 3 

2 [別紙3] 製品含有化学物質管理（ＣｉＰ）ガイドライン附属書チェックシート:リンク更新 7 
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[別紙 1] 取引先様環境保全の取組み調査票 
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[別紙 2] 取引先様製品含有化学物質の管理状況調査票 
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CMP（旧JAMP）「製品含有化学物質管理ガイドライン」の「附属書E：チェックシート」の最新版を、富士電

機の「[別紙3]製品含有化学物質管理（ＣｉＰ）ガイドラインチェックシート」とします。 

下記のchemSHERPA-CMPのWEBサイトから最新版をダウンロードして下さい。 

 

       chemSHERPA-CMP  https://cmp-consortium.com/docs/guidelines 

                     

 

 

 

[別紙 3] 製品含有化学物質管理（ＣｉＰ）ガイドライン附属書チェックシート 

https://cmp-consortium.com/docs/guidelines

